
1 事前相談

□

□

□

登記全部事項証明書（未登記家屋は固定資産税課
税明細書）

登記全部事項証明書（未登記家屋は固定資産税課
税明細書）、戸籍謄本等

□

□

□

□

※

□

□

□

□

5
補助金
の請求

交付申請
補助金交付
申請書

（様式第３号）
3

委任※
委任状

（様式第15号）

補助対象事業に係る解体業者の発行する請負代金請求書（内
訳の記載されたもの）の写し又は領収書（施工業者が記名及
び押印したもの）の写し

補助対象事業の工事中及び完了時が確認できる写真

補助対象事業に係る廃棄物に関する処分証明書（マニフェス
ト伝票Ｅ票）等の写し

完了報告
完了報告書

（様式第10号）

補助対象事業に係る工事請負契約書又は請書の写し

補助金請求書
（様式第12号）

▼

▼

4

添付書類

光市危険空き家除却促進事業添付書類チェックリスト

申請書申請の流れ

申請者を証する書類の写し（運転免許証等）

　・所有者：

▼

補助事業に関する申請手続きを第三者が代行する場合に必要
です。

空き家の所有者又は相続人等であることが分かる書類の写し

補助金事前調査
申請書

（様式第１号）

工事見積書の写し（内訳明細の付いたもの）

危険空き家の存在する土地が記載された登記全部事項証明書

解体工事業者の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業
の許可書の写し又は解体工事業の登録がされていることを証
明できる書類

市税の完納証明書（申請前１箇月以内に発行のもの）

▼

2
事前調査
の申請

申請する建築物の位置図及び外観写真（２面以上）

　・相続人：


